
個人住民税の給与天引き

特 別 徴 収 は事業主の義務です
特別徴収とは
　事業主（給与支払者）が従業員（納税義務者）に代わり、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業
員の方に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入していただく制度です。
　特別徴収は、法令で事業主に義務付けられています。原則すべての従業員（パート、アルバイト
などを含む）が特別徴収の対象です。
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④特別徴収税額通知を
配布

⑤毎月の給与から
個人住民税を天引き

（6月から翌年5月まで）

①給与支払報告書を提出
（1月31日まで）

③特別徴収税額を通知
（5月31日まで）

⑥個人住民税を納入
（翌月10日まで）

②税額の計算

個人住民税（特別徴収）の支払いは「地方税共通納税システム」が便利です
システムを使うことで、個人住民税の支払事務の負担を大幅に軽減することができます。

1. 金融機関の窓口に出向くことなく、職場や自宅からパソコンで電子納付
2. 事前に登録した金融機関の口座を指定して直接納付する「ダイレクト納付」
3. 納付先の地方公共団体の指定金融機関でない金融機関からでも納付
4. 複数の地方公共団体に一括で納付

詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

c税務課　☎388‐1112

手数料
無料

事業主の方へ

つのことシステムでできる 4

　まだ特別徴収を行っていない事業主の方は、特別徴収への切替えをしてください。
　詳しくは、岐阜県ホームページをご覧ください。

民生委員・児童委員、主任児童委員改選

★は新任（敬称略）

　12月1日に、民生委員・児童委員と主任児童委員の改選が行われ、次の皆さんが厚生労働大臣より
委嘱されました。
　高齢者の方や子育てをされている方などで、お悩みや不安がありましたら、お気軽にご相談ください。
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上新町
中新町、如月町
下新町
新町
西宮町、東宮町
天王町、弥生町
西町、柳原町
下本町、上本町、港町
司町、県町
八幡町、宮川町
二見町
奈良町
上柳川町
下柳川町
門前町
大池町、清住町
朝日町、泉町
美笠通1・2・3丁目・中川町
瓢町、桜町
春日町、東陽町、常盤町
松栄町
友楽町
緑町、月美町
西金池町、東金池町、若葉町

田代中、田代山

田代東

篠　田　泰　治
野　田　　　学
小　川　芳　子
廣　瀬　美和子
杉　山　広　子
水　谷　保　子
宇佐美　生　枝
山　田　全　子
野　田　真由美
山　本　智　子
古　田　惠　子
中　村　妙　子
藤　田　和　江
近　藤　文　代
川　出　律　子
遠　藤　清　子
岩　田　利　博
杉　山　祐　子
松　原　みどり
井　上　綾　子
渡　邉　純　子
長谷部　宣　子
田　中　純　子
岩　井　光　明
志　智　慈　朗
福　田　　　恵
松　原　智惠子
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平　林　高　栄
村　田　茂　樹
箕　浦　秀　樹
森 崎 　 博
勅使川原　久貴子
關　谷　朗　子
進　藤　ふみ子
竹　林　真　耶
岩　越　美由紀
長谷川　直　美
松　岡　光　惠
加　藤　谷　江
伊　藤　弥　生
堀　江　千代子
澤　田　昭　三
服　部　吟　子
速　水　雅　志
笹　尾　美智留
乙　部　繁　子
矢　島　明　美
中　田　ひな子
西　垣　英　香
栁　原　　　恵
田　村　文　子
赤　塚　深　雪
熊　田　貴　子
宮　田　愛　子
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田代西

長池東

長池西、長池北

北及第1

南栄町

北及第2

北門間
中門間
下門間

円城寺

中野
無動寺
江川

米野

笠松地域
松枝地域
下羽栗地域

d福祉子ども課　☎388‐1116
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